
記 載 要 領

責任者選任届出書の記載は、この記載要領及び記載例を参考としてください。

なお、以下の番号（①、②…）は、記載例中の番号（①、②…）と対応しています。

① 届出年月日

責任者選任届出書を提出する日付を記載してください。

なお、記載する際は、西暦ではなく、元号（令和）を付して記載してください。

② 公安委員会

責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会名を記載してください。

③ 届出者の氏名又は名称

個人事業者の方は事業者の氏名を、法人その他の団体（以下「法人等」といいます。）の場

合は法人等の名称を、それぞれ記載してください。

なお、法人等の名称は、支社（店）、営業所等の名称を含めて、正式名称を記載してくださ

い。

④ 届出者

(1) 事業所の所在地

事業所の所在地の郵便番号、地番の順で記載してください。

また、記載する際は、地番、建物の名称、部屋番号等まで正確に記載してください。

なお、都道府県名は省略しても構いません。

(2) 業種

届出者が行っている事業について、別添「業種一覧表」を参照の上、小分類又は中分類に

掲げられている業種名からの最も適当なものを選んで記載してください。

ただし、「その他の・・・」に該当する業種は、「業種一覧表」の中の語を用

いる必要はありません。

(3) 氏名又は名称

個人事業者の方は事業者の氏名を、法人等の場合は法人等の名称を、それぞれ

記載してください。（③で記載したものと同じものを記載することになります。）



⑤ 責任者

(1) 氏名

選任された責任者の氏名とふりがなを記載してください。

(2) 生年月日

選任された責任者の生年月日を記載してください。

なお、記載する際は、西暦ではなく、元号（昭和、平成等）と付して記載して

ください。

(3) 役職名

選任された責任者の役職名を記載してください。

なお、部課係のある場合は、「◯◯部長」、「◯◯部××課長」、「◯◯部××課

△△係長」のように、部課係まで明らかになるように記載してください。

また、部課係のない場合でも「ママ」、「マスター」、「バーテン」のような俗

称は避け、「店長」、「店員」、「従業員」のように記載してください。

(4) 連絡先

選任された責任者の勤務時間中の連絡先（携帯電話番号も可）を記載してくだ

さい。

なお、内線がある場合は、内線番号も忘れずに記載してください。

(5) 選任年月日

責任者が選任された日付を記載してください。

選任された責任者が届出者において初めて選任された者である場合は、日付の

後に「（初）」と記載してください。

⑥ 欄外

責任者を変更した場合は、下段の欄外に前任者氏名を記載してください。



別添 業種一覧表
大 分 類 中 分 類 小 分 類

農 業 、 林 業 、 漁 業 ・農 業
・林 業
・漁 業

鉱 業 、 製 造 業 ・鉱 業
・製 造 業

建 設 業 、 不 動 産 業 ・建 設 業
・不 動 産 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ ・電 気 業
水 道 業 、 通 信 ・ 運 輸 業 ・ガ ス 業

・熱 供 給 業
・水 道 業
・通 信 業 電信・電話
・運 輸 業

卸 売 ・ 小 売 業 ・卸 売 業
・小 売 業

飲 食 店 業 ・一 般 飲 食 店
（風営法第３条及び第31条の
22に基づく許可を受けている
者を除く。）

・料 飲 関 係 風 俗 営 業 社交飲食店、料理店、低照度飲
（風営法第２条第４項に規定 食店、区画席飲食店等
するもの）

・特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 ナイトクラブ等
（風営法第２条第11項に規定
するもの）

金 融 ・ 保 険 業 ・銀 行 、 信 託 業
・その他の金融業・金融附帯業 農林水産金融業、中小企業・庶
・投資業 民・住宅等特定目的金融業、補

助的金融業、金融附帯業、投資
業

・証 券 業 ・ 商 品 取 引 業
・保険業・保険媒介代理業・保
険サービス業

サービス業（娯楽業を除く。） ・物品貸与業（リース業）
・旅館、ホテルその他宿泊所
（ラブホテル等営業を除く。）

・ラ ブ ホ テ ル 等 営 業
（風営法第２条第６項第４号
に規定するもの）

・洗 濯 業
・理 容 ・ 美 容 業
・浴 場 業
（個室付き浴場業を除く｡)

・性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 個室付き浴場（ソープランド）、
（風営法第２条第５項に規定 店舗型ファッションヘルス、ア
するもの（ラブホテル等営業、ダルトショップ、派遣型ファッ
ストリップ劇場を除く。）) ションヘルス、アダルト物品通

信販売業、アダルト映像送信営
業、テレホンクラブ等

・接 客 業 務 受 託 営 業 コンパニオン派遣業等
・医 療 業 、 保 健 衛 生 業
・廃 棄 物 処 理 業



・そ の 他 の サ ー ビ ス 業 家事サービス業、放送業、駐車
場業、自動車整備業、その他の
修理業、協同組合、情報サービ
ス・調査・広告業、その他の事
業サービス業、専門サービス業、
宗教・教育・社会保険・社会福
祉・学術研究機関、政治・経済
・文化団体、その他のサービス業

娯 楽 業 ・映画業、劇場、興行場、興行
団（ストリップ劇場等営業を
除く。）

・ス ト リ ッ プ 劇 場 等 営 業
（風営法第２条第６項第３号
に規定するもの)

・競 輪 ・ 競 馬 等 の 競 技 団
・体育館、ゴルフ場、ボーリン
グ場、テニス場、公園、遊園地

・マ ー ジ ャ ン ク ラ ブ
・ぱ ち ん こ ホ ー ル
・ゲ ー ム セ ン タ ー
・その他の遊戯場（ダンスホー
ル等）

・その他の娯楽業（芸ぎ業等）
公 務 ・国 家 機 関

・都 道 府 県 機 関
・市 町 村 機 関

そ の 他 の 産 業


